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よ

みましょう 

令和７年１１月１４日 

東湊小学校保健室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姿勢
し せ い

を正しく
た だ     

しよう 

保護者のみなさまへ 

学校では引き続き感染対策に努めてまいります。お子さまが規則正し

い生活を送る上では、保護者のみなさまのご協力が必要不可欠です。引

き続きご理解とご協力をよろしくお願いします。 

なお、お子さまが病院を受診された際には、診断の有無にかかわらず、

その旨を学校までお知らせください。 

石川県
いしかわけん

では例年
れいねん

１２月
   が つ

～２月
  がつ

ごろに発令
はつれい

され

るインフルエンザ注意報
ちゅういほう

が、今年
こ と し

は１１月５日

に発令
はつれい

されました。東湊
ひがしみなと

小学校
しょうがっこう

でもインフルエ

ンザや体調
たいちょう

不良
ふりょう

での欠席
けっせき

が増えて
ふ   

います。また、

七尾
な な お

市内
し な い

では、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

やマ

イコプラズマ肺炎
はいえん

も流行って
は や   

いるようです。

感染症
かんせんしょう

にかからないためにも、一人
ひ と り

ひとりが

感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

に努めましょう
つと          

。 



 インフルエンザ出席停止期間について 

インフルエンザに罹患した場合に備えて、出席停止期間の確認をお願いいたします。 

インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するま

で」です。「発症した後５日を経過」かつ「解熱した後２日を経過」の両方を満たす期間、登校することが

できません。どんなに早く熱が下がったとしても、最低、発症した後５日間は出席停止が原則です。      

熱が下がった日によって、出席停止期間が延長していきます。（下表例４、例５参照） 

発症日は、病院を受診した日ではなく、インフルエンザ様症状（３８度以上の発熱等）が始まった日です。 

病院受診時に、医師に発症日の相談、確認をしてください。 

処方された薬によっては、解熱が早い場合がありますが、ウイルスはまだ感染者の体内にあり、自己判断

で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されますので、必ず医師の判断、指示に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他感染症の出席停止期間について（学校で流行しやすいと考えられるもの抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※児童の場合：発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで出席停止
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【最低基準】
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インフルエンザ出席停止期間 早見表

発熱しない場合は、症

状が出た日を0日目とし

ます。

病名 出席停止の基準

新型コロナウイルス 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで

溶連菌感染症

手足口病

伝染性紅斑（りんご病）

ヘルパンギーナ

マイコプラズマ感染症

感染性胃腸炎

RSウイルス

伝染性膿痂疹（とびひ）

医師において感染の恐れがないと認めるまで


